
事 企 法 ― ３ ２

令和７年２月１２日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期間及び保存期間が満

了したときの措置）の運用について」の一部改正について（通知）

「人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したとき

の措置）の運用について（令和５年１２月２０日事企法―３２９）」の一部を下

記のとおり改正したので、令和７年４月１日以降は、これによってください。

なお、この通知による改正前の「人事院規則１―３４（人事管理文書の保存期

間及び保存期間が満了したときの措置）の運用について」別表任期付職員の採用

及び給与の特例の運用について（平成１２年１１月２７日任企―５９０）の欄に

掲げられていた人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置につ

いては、なお従前の例によってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分をこ

れに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲み又は傍線を付した部分のように

改める。



改 正 後 改 正 前

別表（第１項、第２項、第４項関係） 別表（第１項、第２項、第４項関係）

人事管理文書の区分 人事管理文書 保存期 保存期 人事管理文書の区分 人事管理文書 保存期 保存期

の例 間 間満了 の例 間 間満了

時の措 時の措

置 置

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

給実甲第 第２３条関 休職前の給与 ５年 廃棄 給実甲第 第２３条関 休職前の給与 ５年 廃棄

２ ８ 号 係第５項の の年額につい ２ ８ 号 係第５項の の年額につい

（一般職 項第１号の ての協議の文 （一般職 項第１号の ての協議の文

の職員の 協議に関す 書 の職員の 協議に関す 書

給与に関 る文書 当該協議に対 給与に関 る文書 当該協議に対

する法律 する回答の文 する法律 する回答の文

の運用方 書 の運用方 書

針） 針）

給実甲第 第４の第２ 令和６年改正 １０年 廃棄

１３３３ 項の調書等 法附則第４条

号（令和 及び第５条の

６年改正 規定に基づく

法附則第 号俸の切替え

４条及び 及び号俸の調

第５条の 整の算出の過

規定に基 程等を記した

づく号俸 調書



の切替え 第３の第３ 令和６年改正 ５年

及び号俸 項第２号又 法附則第４条

の調整に は第５の承 及び第５条の

ついて） 認に関する 規定に基づく

文書 号俸の切替え

及び号俸の調

整に係る俸給

関係審査協議

書

当該俸給関係

審査協議書に

よる申請に対

する承認の文

書

第４の第１ 令和６年改正 通知す

項の通知書 法附則第４条 る日に

等の写し 及び第５条の 係る特

規定に基づく 定日以

号俸の切替え 後５年

及び号俸の調

整の通知の文

書の写し

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

給実甲第 第３７条関 職員の昇給の １０年 廃棄 給実甲第 第３７条関 職員の昇給の １０年 廃棄

３２６号 係第２０項 実施状況の記 ３２６号 係第１８項 実施状況の記



（人事院 の記録の文 録の文書 （人事院 の記録の文 録の文書

規則９― 書 規則９― 書

８（初任 （略） （略） ５年 ８（初任 （略） （略） ５年

給 、 昇 第１１条関 俸給関係審査 給 、 昇 第１１条関 俸給関係審査

格、昇給 係第８項又 協議書 格、昇給 係第７項又 協議書

等 の 基 は第３７条 当該俸給関係 等 の 基 は第３７条 当該俸給関係

準）の運 関係第１０ 審査協議書に 準）の運 関係第１０ 審査協議書に

用につい 項の協議に 対する回答の 用につい 項の協議に 対する回答の

て） 関する文書 文書 て） 関する文書 文書

第３７条関 昇給区分をＤ 通知す 第３７条関 昇給区分をＤ 通知す

係第２０項 又はＥに決定 る日に 係第１８項 又はＥに決定 る日に

の通知の文 した場合の人 係る特 の通知の文 した場合の人 係る特

書の写し 事異動通知書 定日以 書の写し 事異動通知書 定日以

の写し 後５年 の写し 後５年

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

給実甲第 規則第４条 異動後の各庁 １年 廃棄 給実甲第 第４条関係 異動後の各庁 １年 廃棄

１５１号 関係第３項 の長に送付さ １５１号 第３項の通 の長に送付さ

（通勤手 の通勤手当 れた通勤手当 （通勤手 勤手当認定 れた通勤手当

当の運用 認定簿の写 認定簿の写し 当の運用 簿の写し 認定簿の写し

に つ い し に つ い

て） て）

給実甲第 第１項の通 通勤手当経過 ６年 廃棄

１３４２ 勤手当経過 措置支給調書

号（人事 措置支給調

院規則９ 書



―２４―

２１（人

事院規則

９―２４

（通勤手

当）の一

部を改正

する人事

院規則）

の運用に

ついて）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

給実甲第 （略） （略） （略） 廃棄 給実甲第 （略） （略） （略） 廃棄

１０１９ 規則９―４ 地域手当の異 決定の １０１９ 規則９―４ 地域手当の取 決定の

号（地域 ９第１１条 動保障が支給 効力が 号（地域 ９第１８条 扱い等につい 効力が

手当の運 関係、規則 される職員と 失われ 手当の運 関係の協議 ての協議の文 失われ

用につい ９―４９第 の権衡上必要 る日に 用につい に関する文 書 る日に

て） １ ２ 条 関 があると認め 係る特 て） 書 当該協議に対 係る特

係、規則９ られる場合等 定日以 する回答の文 定日以

―４９第１ についての協 後５年 書 後５年

３条関係第 議の文書

３項、規則 地域手当の取

９―４９第 扱い等につい

１４条関係 ての協議の文

又は規則９ 書



―４９第１ これらの協議

７条関係の に対する回答

協議に関す の文書

る文書

給実甲第 （略） （略） （略） 廃棄 給実甲第 （略） （略） （略） 廃棄

３５１号 給与法第１ 特地勤務手当 決定の ３５１号 その他の事 特地勤務手当 決定の

（特地勤 ４条関係第 に準ずる手当 効力が （特地勤 項の協議に 又は特地勤務 効力が

務手当等 ４項、規則 を３年を超え 失われ 務手当等 関する文書 手当に準ずる 失われ

の運用に 第５条関係 て支給する必 る日に の運用に 手当の取扱い る日に

ついて） 又はその他 要があると認 係る特 ついて） 等についての 係る特

の事項の協 められる者に 定日以 協議の文書 定日以

議に関する ついての協議 後５年 当該協議に対 後５年

文書 の文書 する回答の文

特地勤務手当 書

に準ずる手当

を支給される

職員との権衡

上必要がある

と認められる

場合について

の協議の文書

特地勤務手当

又は特地勤務

手当に準ずる

手当の取扱い



等についての

協議の文書

これらの協議

に対する回答

の文書

給実甲第 規則第８条 単身赴任手当 支給要 廃棄 給実甲第 規則第８条 単身赴任手当 支給要 廃棄

６６０号 関係第３項 の認定につい 件を具 ６６０号 関係第４項 の認定につい 件を具

（単身赴 の協議に関 ての協議の文 備しな （単身赴 の協議に関 ての協議の文 備しな

任手当の する文書 書 くなる 任手当の する文書 書 くなる

運用につ 当該協議に対 日に係 運用につ 当該協議に対 日に係

いて） する回答の文 る特定 いて） する回答の文 る特定

書 日以後 書 日以後

６年 ６年

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

任期付職 任期付職員 特定任期付職 ５年 廃棄 任期付職 任期付職員 特定任期付職 ５年 廃棄

員の採用 法第７条第 員の任期の中 員の採用 法第７条第 員の任期の中

及び給与 ２項及び第 途において新 及び給与 ２項及び第 途において新

の特例の ３項並びに たにその者の の特例の ３項並びに たにその者の

運用につ 規則第６条 号俸を決定し 運用につ 規則第６条 号俸を決定し

いて（平 関係第３項 た場合の報告 いて（平 関係第３項 た場合の報告

成１２年 の報告の文 の文書 成１２年 の報告の文 の文書

１１月２ 書 １１月２ 書

７日任企 ７日任企 任期付職員 特定任期付職 任期を

― ５ ９ ― ５ ９ 法第７条第 員業績手当の 定めた

０） ０） ４項及び規 支給の別段の 任用が



則第８条関 取扱いについ 終了す

係第２項た ての協議の文 る日に

だし書の協 書 係る特

議に関する 当該協議に対 定日以

文書 する回答の文 後５年

書

任期付職員 特定任期付職

法第７条第 員業績手当支

４項及び規 給状況報告書

則第８条関

係第４項の

支給状況報

告書

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）

以 上


